
紀の川市では、認知症による徘徊・行方不明が、年々増加しています。

全国では、行方不明者の約 20％が自分で帰宅していますが、家族や警察、消防団、民生委員、行政、地域

の人々が発見したり、場合によっては、命を失うこともあります。年間 900 人が死亡あるいは未発見という

現状です。

認知症になっても安心・安全に暮らし続けられるように、万が一、

行方不明が発生したときは、本人を少しでも早く無事に発見するた

め、必要な情報を登録しましょう。

「ほっと安心ネットワーク」は、認知症高齢者が行方不明になった場合、紀の川市内の様々

な機関・事業所の協力を得て、早期に発見するためのネットワークシステムです。

行方不明発生時、事前に登録された情報を

紀の川市役所各課、岩出警察署及び

ほっと安心ネットワーク協力機関に

FAX・メールにて提供します。

【徘徊の可能性のある高齢者】のご家族に対し、【ＧＰＳ端末機】を貸与します。

行方がわからなくなったときに、ご家族がインターネット等を活用し現在位置を確認し、

保護に役立てます。

「徘徊高齢者位置探索サービス事業利用申請書」にて高齢介護課に申請してくだ

さい。

対象：介護認定を受けた徘徊高齢者を在宅で介護している家族

詳しくは、高齢介護課までお問い合わせください。

徘徊高齢者位置探索サービス

事前登録

もし、行方が分からなくなったら、

大変！

いないわ・・・

まずは届出を！

警察署

高齢介護課
協力機関

発見・通報

捜索・保護

① 行方がわからなくなったら・・・

ご家族は、警察署に届出を！

高齢介護課に連絡を！

② 高齢介護課から、協力機関に情報提供を行います。

メール・FAX（事前登録）で、行方不明者の情報を提供します。

③ 無事保護されたら

メール・FAX（事前登録）で、協力機関に発見・保護による捜索終了の

連絡を行います。

ほっと安心ネットワークの流れ

詳しい内容は、右面をご覧ください。

お問い合せ先・担当

紀の川市保健福祉部高齢介護課 介護予防係

〒649－6492 紀の川市西大井 338 番地

TEL 0736-77-2511（代表）・0736-77-0980（直通）

FAX 0736-79-3926（代表）

「ほっと安心ネットワーク事前登録届」に記入の上、

写真を添えて、高齢介護課に提出してください。

【ほっと安心ネットワーク事前登録届】に

必要書類を添えて、高齢介護課に申請


